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自家用自動車協会でも手続きを代行しています。
○小諸支部　0267－22－0496
○佐久支部　0267－67－4677

【問い合わせ先】　役場税務課住民税係　内線43

軽自動車等の変更手続きを忘れずに！
軽自動車税は毎年4月1日現在で軽自動車等の所有者等に課税されます。

※手続きをしないでいるといつ
までも課税されますので、忘
れずに手続きをしてください。

次のような場合には忘れずに手続きを！

○転出等により車の定置場を変更した場合
○車を廃車した場合
○他人に譲り渡した等で所有権が移転した場合

種　別 手続き場所 手続きに必要なもの

原動機付自転車（125cc以下）
小型特殊自動車（農耕用含む） 役場税務課 ナンバープレート、印鑑、標識交付証明書

（名義変更の場合は譲渡証明書等）

軽四輪・軽三輪
軽二輪車（125cc～ 250cc）

長野県軽自動車検査協会
026－244－4563

ナンバープレート、印鑑、
車検証（二輪は届出済証）等
※必要なものは手続きによって異なります
ので、お問い合わせください。

二輪小型自動車（250cc～） 北陸信越運輸局長野運輸支局
050－5540－2042

ナンバープレート、印鑑、車検証等
※必要なものは手続きによって異なります
ので、お問い合わせください。
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